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（仮称）宇都宮市色彩景観ガイドライン（素案）に関するパブリックコメント（結果）について 

 

 

１ パブリックコメントの実施状況  

(1) 意見募集期間 

  ・ 平成２０年２月２９日（金）～平成２０年３月２１日（金）（２２日間） 

 

 

 (2) 応募者数等 

  ・ 応募者数：７名，１８件（内訳：男性５名，女性２名，不明０名） 

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 不明 計 

１ ０ ０ １ ０ １ ４ ７ 

 

 

 (3) 提出方法の内訳 

郵送 ファックス Ｅメール 持参 その他 計 

０ ２ ４ １ ０ ７ 

 

 

(4) 項目別の内訳 

 項  目 計 

１ ガイドライン全体の考え方について ９ 

２ 第１章（ガイドライン策定にあたって）について ４ 

３ 第２章（色彩誘導の考え方）について １ 

４ 第３章（ゾーン別の色彩景観）について ０ 

５ 第４章（公共施設における色彩景観）について ３ 

６ その他について １ 

 合  計 １８ 
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２ 意見の概要と市の考え方 

 

(1)ガイドライン全体の考え方及び運用について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ 届出対象とならない一般住宅の色彩誘

導も重要です。制度上，また住民の理

解を得るということも含めてなかなか

難しいことではありますが，本ガイド

ラインが有効に活用されるような仕組

みをご検討いだければと思います。 

２ ガイドラインの配布先とその説明会

や出前講座などについて，どのような

計画になっているのでしょうか。 

また，運用に当たっては，ガイドラ

インを基にした行政指導というより

は，真鶴町等に見られるように「対話

型協議」的な方法をとり、協議過程で

一人でも多くの市民が、宇都宮の色彩

景観について考えていけるような素地

が作られることを願ってやみません。

３ 届出対象とならない建築物等に対し

ても手引きとして活用してもらい美し

い景観づくりが実現できるよう指導し

て欲しい。 

また，事例を紹介することで自分た

ちもそうしたいと思われるようなＰＲ

も必要だと思う。 

一般市民や事業者に対しては，分かりやす

いパンフレットを作成し，周知を図ってまい

ります。また，出前講座等で随時説明や事例

紹介を行い，普及啓発を図ってまいります。

また，対話型協議のような市民参加の手法

につきましては，本年１月に景観計画・景観

条例が施行されたことから，現行の制度を運

用しながら，他都市の事例等を調査しなが

ら，研究してまいります。 

４ 宇都宮市内には歴史的面影が色濃く

残るエリアや軸的景観があります。例

えば、宇都宮市に合併された河内地区

の白沢街道沿いには、歴史的雰囲気が

残っています。そのような歴史的景観

については、本ガイドラインでは詳述

されておりませんので、その部分での

検討が必要ではないかと感じます。 

 

５ 風致地区近隣の地域における色彩対

策はどう考えているのか。 

 

宇都宮市色彩景観ガイドラインは，全市域

を対象としたものでありますので，限定した

地区の色彩基準までは定めておりません。 

ご意見をいただきました白沢宿や風致地区周

辺のような景観上重要な地区は，景観計画で

定める景観形成重点地区の候補地になってい

ます。今後，景観形成重点地区を指定してい

くにあたって，ぞれぞれの地域の景観特性に

応じた色彩ルールの検討を行っていきたいと

考えております。 
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６ ５ゾーン毎に、まずは先進的なモデ

ルをつくっていくことが重要と考えま

す。色彩ガイドラインに基づく試みの

成果を、広く市民、事業所、それから

建築関係など専門家に示すことが望ま

しいと思います。 

 

７ 規制誘導の結果を適宜市民に公開す

ることは必要です。それにより市民に

心理的危機感と充足感を与え，景観や

まちづくりに対する意識を敏感にさせ

ます。 

先進的なモデル地区については，景観計画

で定める景観形成重点地区等で，進めていく

予定です。また，そこでの事例を市民，事業

者，関係業界等に周知してまいります。 

 

８ ガイドラインを適用することでの魅

力を付け加えてみてはどうか。例え

ば，各ゾーンの建築物にあった色彩デ

ザイン案をいくつか用意し，一般の人

や事業者が選択しやすくする。そのデ

ザイン案を採用した場合，市が補助金

を出してはどうか。 

各ゾーンのデザイン案を用意すると建築主

の多様なニーズに応えきれないおそれがあり

ます。本ガイドラインでは，各ゾーンごとに

望ましい色彩の範囲を示しており，それらの

組み合わせは建築主の自由としております。

また，景観形成に寄与する建築物への補助

金については，必要性を認識しており，景観

計画の運用とあわせて，検討してまいりま

す。 

 

９ 色彩誘導・規制をした結果，「この

色彩では当店の営業目的を果たせな

い」というクレームが寄せられた場

合，どう対応されるのでしょうか。 

 

色彩誘導は，大規模建築物の届出の際に協

議し，建築主の理解が得られた内容で建築許

可をおろしますので，その後のクレームはな

いと考えております。 

また，色彩景観ガイドラインは法的な拘束

力を持たないため，建築主の理解を得られる

よう協議を行うかたちで対応いたします。 
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(2)１章（ガイドラインの策定にあたって）について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ P2L16 の「宇都宮らしい美しい色彩

景観の誘導を目指していきます」は，

誘導を目指すのではないと思いますの

で「宇都宮らしい美しい色彩景観を目

指していきます」か「美しい景観の創

造を目指します」ではないか。 

ご意見の通り，「宇都宮らしい美しい色彩

景観を目指していきます」と修正いたしま

す。 

２ 色彩要素のガイドラインと並行し

て，屋外広告物や街並みのスカイライ

ン等のガイドラインも必要では。 

P2 の図では，色彩景観ガイドライ

ンだけしか示されていません。景観形

成各ガイドライン計画全体を示して，

その中で色彩景観の位置づけを明示し

たほうが理解しやすいのでは。 

P2 の図は，本ガイドラインの位置づけや

対象を分かりやすく示したもので，多くのガ

イドラインや基準を併記したり，策定されて

いないガイドラインも図に示したりすると，

一般の方が，困惑すると考えられますので，

現在の表現が望ましいと考えています。 

３ P3L8 の「ただし，道路などの公共

空間からみることが出来ない建築物は

除きます」とあるが，現時点では見え

なくても，道路面の建築物が取り壊さ

れて，その奥の建築物が見えてしまう

こともあるので，ただし書きはいらな

いのではないか。 

ご意見の通り，ただし書きは削除いたしま

す。 

４ P4 の右下の図をもう少し鮮明なほ

うが良い。別ページに拡大掲載すれば

良いと思う。 

 

パブリックコメントは PDF ファイルのた

め，不鮮明になってしまいました。製本の際

には，現在の大きさでも鮮明になるように配

慮いたします。 

 

 

(3)第２章（色彩誘導の考え方）について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ P18 の基調色の外壁にバルコニーや

ドアも含むのか。 

基調色を適用する外壁とは，窓面，バルコ

ニー，ドア等の付属物を含めた，目に見える

外壁の全面積を対象としています。 

説明が不足しておりますので，ガイドライ

ンに説明を追加いたします。 
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(4)第４章（公共施設における色彩景観）について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ P40 の現状では「JR 宇都宮駅前に多

く掲出されている原色を多用した大型

の貸看板は騒然としたイメージを与え

る」，P41 のテーマには，「それぞれ

の個性や魅力が光る，賑わいのある色

彩景観を誘導する」，また色彩誘導の

考え方では「複数の色を使いすぎない

ようにする」となっているが，これだ

けでは P43 の色彩誘導イメージの絵に

結びつかないのですが。 

 

P43 の誘導イメージは，建物や広告物の色

が原色になっているものを，彩度を抑えなが

らも，建物低層部には強調色を用い，遠景で

はけばけばしくなく，歩行者の視線では，街

の賑わいを感じられるイメージ図になってい

ます。 

２ Ｐ４６の道路の高架構造物で，「重

量感や圧迫感軽減～明るめの色彩」と

ありますが，歩道橋はとにかくドライ

バーからみて大変目立ちますので，沿

道の雰囲気（土地利用や色彩など）と

の調和にも言及したほうがよいのでは

ないでしょうか。 

公共施設では，P44 の「公共施設の色彩計

画」のフローに示すとおり，周辺の背景色と

の調和を考えて基調色を決めることが原則で

すので，道路の高架構造物も，沿道の色彩と

の調和を考慮した基調色を選ぶことになりま

す。「重量感や圧迫感軽減～明るめの色彩」

の解説は，P44 のフロー以外の，道路の高架

構造物特有の配慮事項を説明したものです。

 

３ P52 の「外壁」のところで，「地域

のシンボルとなる建物においては～」

とありますが，「公共建築物について

は原則～」とできないか。なぜなら、

景観の面から地域らしさを演出するに

は、まず公共建築物から始めるのが効

果的だからです。公共建築物は、市民

だけでなく，外来者も多く訪れるとこ

ろです。したがって、ここで「宇都宮

らしさ」というものを表現・アピール

するのは必須ではないか。 
 

全ての公共建築物で地場産材を活用するこ

とは，地域らしさの演出としての効果は認識

できるものの，費用対効果の点からも，全て

の公共建築物に適用する必要性に疑問がある

ことから，「地域のシンボルとなる建物」に

限定しております。 
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(5)その他について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ 地域単位で，街並みの色彩景観等に

ついて検討する際、バーチャルリアリ

ティ等のソフトでシミュレーションが

行えれば、合意形成も行いやすいの

で，市役所でそういったソフトをご用

意いただき、有料で貸し出すというの

は可能でしょうか。 
 

景観シミュレーションソフトの貸出につい

ては，ソフト会社の権利等の問題もあります

ので，そうした制度の必要性も含め，今後，

研究してまいります。 

 

 


